
江北町における
義務教育のあり方検討会

江北町義務教育学校（仮称）基本構想（骨子）

令和５年４月２8日

教育委員会 こども教育課

学校づくり推進室
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教育的視点から今後の義務教育のあり方を検討 （令和４年１０月１日設置）

〇構成員（９名）

教育長

教育委員（４名）

江北小学校校長

江北中学校校長

幼児教育センター長（町内園代表）

佐賀県学校教育課職員

〇ゲストスピーカー(２名）

船木前大町教育長（義務教育学校：大町ひじり学園の創設から運営）

富増晃二校長 （義務教育学校：多久市立東原庠舎東部校に勤務）
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１-１．江北町における義務教育のあり方検討会



【 江北町義務教育学校（仮称） 基本構想 （骨子） 】

① ９年間の学習をトータルでとらえ、導入メリットを最大限生かすために

施設一体型の義務教育学校化を目指す

② 工事期間中の安全対策や、工期および周囲の環境を踏まえ

江北中学校敷地内に整備予定

③ 財源を最大限に生かすため

令和１０年４月開校を目指す
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１-２．江北町における義務教育のあり方検討会
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“時代の変化と学校施設の老朽化”
【義務教育制度の変遷】

年 代 教育年数 就学義務規定

明治5年～18年 16か月～8年 下等小学校4年、上等小学校4年（強制力は弱い）

明治19年～昭和15年 3年～6年 義務教育開始。尋常小学校を卒業するまでと規定

昭和16年 8年 国民学校初等科6年、高等科2年

昭和22年 9年 現在の義務教育開始。小学校6年、中学校3年

平成28年 9年 小学校、中学校に加え、新校種の義務教育学校を規定

・子どもたちを取り巻く環境が変わる中、義務教育制度は６９年間変わっていなかった
・平成２８年に新たな学校種として「義務教育学校」ができた

２．検討の“きっかけ”



花村小学校（Ｍ7） 明文小学校（Ｍ7） 新民小学校（Ｍ6）

花村小花祭分校（Ｍ22） 堺堀尋常小学校（Ｍ10）

堺堀尋常高等小学校（Ｍ30）

花祭小学校（Ｍ24）

境堀小花祭分校（Ｍ30）

江北高等小学校（Ｍ32） 境堀尋常小学校（Ｍ32）

境堀尋常高等小学校（Ｍ33）

江北尋常小花祭分校（Ｔ11）

八丁尋常小学校（Ｍ26） 下小田尋常小学校（Ｍ26）

古川尋常小学校（Ｍ30）

古川尋常高等小学校（Ｍ36）

江北尋常高等小学校（Ｍ41）

啓暗小学校（Ｍ8）

佐留志尋常小学校（Ｍ27）

佐留志尋常高等小学校（Ｍ31）

補習学校（Ｔ13）

公民学校（Ｓ2） 家玫女学校（Ｓ2）

江北独立公民学校（Ｓ7）

江北高等実業青年学校（Ｓ11）

江北中学校（Ｓ22）

江北尋常小学校（Ｓ7）

江北国民学校（Ｓ16）

江北小学校（Ｓ22）

明治

大正

昭和平成２８年度に制度改正
新しい学校の種類として
「義務教育学校」が制度化

【江北町の学校変遷】
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3．あり方検討会での検討内容について

～町で抱えている8の課題～

①特別支援教室等（特に小学校）の増加

②中一ギャップ問題

③学力の向上に関する課題

④不登校児童

⑤子どもたちのコミュニケーション力の不足

⑥教科担任制の導入検討

⑦ＧＩＧＡスクールへの対応

⑧タブレット端末の持ち帰り学習等の取扱い
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4-1．「義務教育学校」と「小中一貫校」の違い
義務教育学校 小中一貫校

校 長 1人
小学校・中学校に
１人ずつ

教職員組織 １つ
※小学校・中学校の教員免許

小学校・中学校に
１つずつ

学 年 １年生～９年生
小学１年生～６年生
中学1年生～３年生

カリキュラム 自由に組み立て
例)1年生から英語教育・5年生から中学の内容先取り

決まっている
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「中1ギャップ」の解消
異年齢交流の活性化
重層的なみとり

新たな変化への対応力

教職員の多忙化
※人間関係の固定化

メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト
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【教育面】
💡９年間を通した継続した支援体制の確保（中一ギャップの解消）
💡異学年（年齢）交流の活性化（思いやりや憧れの気持ちが育つ）

【制度面】
💡学び直しの時間など柔軟なカリキュラム編成が可能
💡中学部の先生が、小学部の児童に授業を行う事ができる

【施設面】
💡施設の集約化により施設活用の効率化及び維持費・管理費の削減
💡義務教育学校化伴い、補助金等の活用による町の財政的負担が軽減

4-２．なぜ義務教育学校を選ぶのか？
～ POINT💡：例えばこんな効果が期待できます～



2019年7月5日 佐賀新聞



５．なぜ令和１０年４月を開校日としたのか
～POINT💡：有利な財源の期限（過疎債）令和１２年度まで～

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

基本計画

基本設計・実施設計

建設工事

引っ越し作業・開校

跡地 解体工事・改修工事
外構工事 等
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６．なぜ中学校敷地内を選ぶのか

小学校敷地に建てる 中学校敷地に建てる 別敷地に建てる

工事
想定
期間

４年 ４年 ７～８年

敷地
面積

２８，４４８㎥ ２７，２７４㎥ -

校舎
築年数：４３年
面積：５，３６４㎡

築年数：３７年
面積：３，８８１㎡

-

体育
館

築年数：４６年
（老朽化が激しく今後の利用が困難）

面積：９７０㎡

築年数：１３年
（築浅で今後も利用がしやすい）

面積：１，７６６㎡
-

利点
・登下校時歩道があり安全対策が容易
・通学路の変更がない

・工事期間周囲への影響が少ない
・通学路の変更がない
・体育館が利用が容易
・国庫交付金の兼ね合いで、
事業費の自己負担額が一番安価

・自由設計ができる
・工事期間中の児童
生徒へ影響が少ない

欠点

・グラウンドの面積を確保するため中学校
グラウンドまでの導線の安全対策が必要
・体育館へ渡る安全対策が必要
・工事期間中の安全対策等が困難

・グラウンドの面積を確保するため小学校
グラウンドまでの導線の安全対策が必要
・現校門は横断歩道を渡る必要があり
安全対策が必要

・工期が間に合わず
町の負担が大きい
・地域との合意次第で
さらに工期が延びる

～POINT💡：工事想定期間と中学校体育館等の安全対策



令和１０年４月開校

江北中学校の敷地内

施設一体型の義務教育学校化
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